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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自閉式の引戸を全開を含む所定区間において任意の開き位置に保持すると共に火災時等
の緊急時には外部から信号を受けて引戸の保持を解除する引戸の任意位置停止装置におい
て、
　上下方向の位置調節が可能に引戸の戸先側と戸尻側に設けられた取付部材を介して引戸
側に取り付けられる被保持部材と、壁側に取り付けられる装置本体とを備え、被保持部材
は、引戸の開閉方向に沿って伸びる長尺状部を有し、装置本体は、長尺状部をその長手方
向の任意の位置で上下方向に押圧することにより保持する保持部材を備え、該保持部材は
、緊急時には外部から信号を受けて長尺状部から離れる方向に移動して長尺状部の保持を
解除する構成であり、引戸の全開時において、長尺状部の、保持部材によって押圧される
箇所は、押圧側とは反対側から引戸の戸先側の取付部材によって支えられることを特徴と
する引戸の任意位置停止装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自閉式の引戸を全開を含む所定区間において任意の開き位置に保持すると共
に火災時にはその保持を解除する引戸の任意位置停止装置の改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　一般に、引戸は、例えば引戸を吊り下げるためのレールを閉じ側に傾斜させたり、つる
まきバネ等の蓄勢力を利用して引戸を閉じ側に付勢する等して、開いた状態から自動的に
閉じるように自閉式に構成されることがある。その一方、この自閉式の引戸を任意の開き
位置に保持する構成を備える場合もある。この任意位置停止装置は通常時においては引戸
を任意の開き位置に保持するため、引戸はその開き位置で停止する。そして、火災時には
火災検知機からの信号を受けてその保持が解除されるため、引戸は自閉して全閉となる。
【０００３】
　このような任意位置停止装置としては例えば下記公知文献１、２に記載されたようなも
のが存在する。この任意位置停止装置は、引戸に取り付けられて引戸の開閉動作と共に左
右に移動するものであって、通常時には、レールを押圧することによって引戸を停止させ
たり、レール上を走行するローラを押圧することによって引戸を停止させたりする。そし
て、火災時には、火災検知機からの信号を受けてレールやローラの押圧をソレノイド等に
よって解除する。
【０００４】
　しかしながら、ソレノイド等の駆動機構が引戸側に取り付けられて引戸の開閉動作に応
じて左右に移動するためその電力供給のための配線処理が問題となり、また、火災検知機
からの信号を受ける際の信号受信の配線処理も問題となる。これに対して電池による駆動
も考えられるが長期使用には適していないため実用には不向きであり、無線受信も考えら
れるが火災時は万一の事態であるため受信の確実性に乏しいなどの問題がある。何れにし
ても、現実的には電力供給や受信のための配線を壁側から行うこととなり、その配線処理
が困難であるという問題が生じる。
【０００５】
　かかる配線処理の問題を解消すべく、下記特許文献３，４では、保持及び解除のために
可動部材を駆動する部分と火災検知機から受信する部分とを引戸側ではなく壁側に取り付
ける構成が提案されている。
【特許文献１】特開平９－１１９２５９号公報
【特許文献２】特開２０００－８７６３８公報
【特許文献３】特開平１０－１５９４３５号公報
【特許文献４】特開２００３－２７８２７公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、可動部材の長さが短いために引戸を保持できる区間が短いという問題が
ある。該区間を長くしようとすると可動部材も長くなり、その駆動が大がかりなものとな
って故障の要因にもなる。
【０００７】
　そこで本発明は、駆動や受信等のための配線処理が楽で、且つ、簡単な構成によって広
い区間に亘って引戸を保持することができる引戸の任意位置停止装置を提供することを課
題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上記課題を解決すべくなされたものであり、本発明に係る引戸の任意位置停
止装置は、自閉式の引戸を全開を含む所定区間において任意の開き位置に保持すると共に
火災時等の緊急時には外部から信号を受けて引戸の保持を解除する引戸の任意位置停止装
置において、上下方向の位置調節が可能に引戸の戸先側と戸尻側に設けられた取付部材を
介して引戸側に取り付けられる被保持部材と、壁側に取り付けられる装置本体とを備え、
被保持部材は、引戸の開閉方向に沿って伸びる長尺状部を有し、装置本体は、長尺状部を
その長手方向の任意の位置で上下方向に押圧することにより保持する保持部材を備え、該
保持部材は、緊急時には外部から信号を受けて長尺状部から離れる方向に移動して長尺状
部の保持を解除する構成であり、引戸の全開時において、長尺状部の、保持部材によって
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押圧される箇所は、押圧側とは反対側から引戸の戸先側の取付部材によって支えられるこ
とを特徴とする。
【０００９】
　該構成の引戸の任意位置停止装置にあっては、長尺状部を保持すると共に外部から信号
を受けて長尺状部の保持を解除する装置本体が、引戸側ではなく戸枠等の壁側に取り付け
られる構成であるので、長尺状部を保持したり解除したりするために要する電力供給のた
めの配線や、外部から信号を受けるための配線が壁側に配置されることになる。そして、
引戸側に長尺状部を有する被保持部材を取り付けてその長手方向の任意の位置を保持する
構成であるため、被保持部材を保持するための部材が小型で済むと共に、長尺状部を有す
る被保持部材を駆動等する必要がないので、容易に長い区間で停止させることができる。
しかも、装置本体を全閉時の引戸の戸尻側端部の近くに配置することが可能となり、引戸
を壁に収納する仕様にも適用可能となる。また、引戸の全開時は最も停止される頻度の高
い箇所であるが、その全開時において、長尺状部の、保持部材によって押圧される箇所は
、押圧側とは反対側から引戸の戸先側の取付部材によって支えられるために保持部材によ
って押圧されても変形等しにくく、従って、引戸をその全開位置に確実に保持することが
できる。
【００１０】
　特に、引戸の保持力が調節可能に構成されていることが好ましい。被保持部材を保持す
る構成は押圧によるものや磁力によるものなど種々あるが、何れにしても、その保持力が
調節可能に構成されることによって設置箇所の条件に応じて適宜保持力を調節できて確実
に停止させることができる。
【００１１】
　また、長尺状部の上下位置が調節可能に構成されることにより保持力が被保持部材側で
調節可能とされていることが好ましい。保持部材によって長尺状部を上下方向に押圧して
保持し離れる方向に移動することでその保持を解除する構成の場合には、長尺状部の上下
位置を調節可能とすることによって保持力の調節を被保持部材側で容易に調節することが
できる。尚、緊急時において保持部材が長尺状部から完全に離れなくてもよい。また、被
保持部材自体の上下位置を調節可能とするものの他に、被保持部材のうちの長尺状部のみ
がその上下位置を調節可能に構成されていてもよい。
【００１２】
　特に、引戸に対する被保持部材の取付位置を上下方向に調節可能に構成することにより
、簡単な構成によって長尺状部の上下位置を調節可能とすることができ、被保持部材を引
戸に取り付ける際に保持力を容易に調節することができる。
【００１３】
　また、保持部材の上下位置が調節可能に構成されることにより保持力が装置本体側で調
節可能とされていることが好ましい。上述したように保持力を被保持部材側で調節できる
ようにすることもできるが、保持部材の上下位置を調節可能に構成することによって装置
本体側でも保持力を容易に調節することができる。この場合、装置本体全体を上下方向に
位置調節可能に構成しても、あるいはまた、保持部材のみを調節可能としてもよい。
【００１４】
　特に、装置本体の取付位置が上下方向に調節可能に構成されていれば、簡単な構成によ
って保持部材の上下位置を調節可能とすることができ、装置本体を引戸に取り付ける際に
保持力を容易に調節することができる。
【００１５】
　保持部材は引戸の全閉時においては長尺状部を押圧しないように構成されていることが
好ましい。保持部材が全閉時において長尺状部を押圧しないことによって、開き始めの際
の力が小さくて済む。
【００１７】
　また、壁には、引戸の開き動作によって開口する開口部の上方所定領域を点検口とすべ
く該上方所定領域を着脱自在に覆う蓋パネルが設けられ、装置本体の取付部は蓋パネルの
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取り外しにより表出することが好ましい。装置本体を壁側に取り付けるための取付部が蓋
パネルを取り外すことによって表出するので、点検口となった上方所定領域を介して装置
本体を取り外して修理や交換等を容易に行うことができ、特に、壁内に引戸が収納される
いわゆる壁収納仕様に適している。
【００１８】
　更に、装置本体の取付部が、装置本体の戸先側に偏心した位置に設けられていることが
好ましく、装置本体全体を表出させずとも装置本体の取付部を容易に表出させることがで
きる。
【発明の効果】
【００１９】
　以上のように、本発明における引戸の任意位置停止装置にあっては、装置本体を壁側に
取り付ける構成としたため電力供給や外部からの信号受信に対する配線の処理が楽になり
、しかも、引戸側に長尺状部を有する被保持部材を取り付ける構成としたため、被保持部
材を保持するための構成が簡素化でき、且つ、広い区間に亘って引戸を保持することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明に係る引戸の任意位置停止装置の一実施形態について図１乃至図８を参酌
しつつ説明する。
　本実施形態における引戸の任意位置停止装置は、例えば、図１に示すように、開いた状
態から自動的に閉じる構成のいわゆる自閉式の引戸４に適用され、図１は引戸４が全閉状
態である場合を、図２は通常時において引戸４が全開の位置に保持されている場合を、図
３は火災時において引戸４の保持が解除された瞬間の状態をそれぞれ示している。ここで
、１は戸先側の縦枠で、２は戸尻側の縦枠で、３は両縦枠１，２の上端部同士を横方向に
連結する上枠であり、縦枠１，２と上枠３は戸枠を構成する。該上枠３には引戸４を吊り
下げるレール５が取り付けられ、引戸４の上端部に取り付けられた戸車６がレール５上を
走行することで引戸４がスライドして開閉する。尚、戸車６は、引戸４の戸先側と戸尻側
の二箇所にそれぞれ戸車支持部材７（図４参照）を介して取り付けられている。
【００２１】
　また、引戸４は、つるまきバネ等の蓄勢力を利用して引戸４を閉じ側に付勢する自閉力
蓄勢装置１１により自動的に閉じる構成である。該自閉力蓄勢装置１１は上枠３の戸先側
に取り付けられてそのつるまきバネを蓄勢させるワイヤ１２が引戸４に繋がれており、従
って、引戸４の開き動作に応じてワイヤ１２が図中右側へと引っ張り出され、それに伴っ
てつるまきバネは蓄勢し、その蓄勢力がワイヤ１２を介して引戸４へと伝達されて引戸４
を閉じ側に付勢する。尚、レール５を戸先側に向けて下方に傾斜させることで、引戸４を
その自重により閉じ側に付勢する構成としてもよい。
【００２２】
　更に、戸先側の戸車支持部材７には、ピニオンギヤ（図示省略）を有する制動装置８が
取り付けられており、引戸４が全閉する手前で制動装置８のピニオンギヤがレール５の戸
先側に設けられたラック９に噛合することによって引戸４は減速し、従って引戸４は勢い
良く全閉しない。尚、戸尻側の縦枠２には全開時の引戸４の衝突を緩和すべく戸当たり１
０が取り付けられている。
【００２３】
　そして、このような自閉式の引戸４に、引戸４を全開を含む所定区間において任意の開
き位置に保持すると共に火災時には火災検知機から信号を受けて引戸４の保持を解除する
引戸の任意位置停止装置が用いられている。具体的には、該任意位置停止装置は、引戸４
に取り付けられる被保持部材としての保持レール２０と、上枠３に取り付けられる装置本
体３０とを備える。保持レール２０は、引戸４の開閉方向に沿って伸びる長尺状部を有す
るものであって、本実施形態においては一本の棒状体、具体的には角棒であって、全体が
長尺状部として構成されている。より詳細には、二つの戸車６間を橋渡しするように戸車
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６の上方に位置しており、図４のように各戸車支持部材７に取付部材２１を介して取り付
けられている。
【００２４】
　取付部材２１は、逆Ｌ字状に折り曲げ形成された板状のものであって、その縦板部２１
ａには上下方向に長い取付用の長孔２２が上下一対設けられ、該長孔２２を介して戸車支
持部材７に上下方向に位置調節可能に取り付けられる。そして、該取付部材２１の天板部
２１ｂ上に保持レール２０がネジ止めにより取り付けられる。尚、保持レール２０は、天
板部２１ｂの下方からネジを螺入することにより取り付けられる。従って、保持レール２
０は、取付部材２１を戸車支持部材７に長孔２２により上下方向に位置調節可能に取り付
ける構成とすることにより、その取付位置が上下方向に調節可能とされており、その結果
、その上面２０ａの高さが調節可能とされている。尚、戸先側、戸尻側の何れも同様に取
付部材２１には長孔２２が形成されており、戸先側と戸尻側の二箇所で保持レール２０の
高さ調節が可能になっている。尚、図４では、保持レール２０を最も下方の位置に調節し
た場合を示している。保持レール２０を保持部材３１から相対的に上下方向に離すと押圧
力（保持力）を減少方向に調節できる。
【００２５】
　このようにして取付部材２１を介して引戸４に取り付けられる保持レール２０は、その
上面２０ａが平坦であって、図１のように、その平坦な上面２０ａが略水平となるように
取り付けられる。そして、戸尻側の取付部材２１から更に戸尻側に所定長さ延設されるが
、その戸尻側端部２０ｂは引戸４の戸尻側端部４ａからは突出しないように設定されてい
る。
【００２６】
　一方、装置本体３０は、前記保持レール２０をその長手方向の任意の位置で保持する保
持部材３１と、火災時に図示しない煙検知機等の火災検知機から信号を受けて保持部材３
１による保持レール２０の保持を解除する解除機構とを備えている。図６に示すように、
装置本体３０は上枠３に取り付けるための板状のベース３２を備えている。該ベース３２
の戸先側には、上枠３への取付部として、上下方向に長い取付用の長孔３３が左右一対設
けられている。そして、該ベース３２には可動アーム３４がその戸先側端部を支点として
上下に回動可能に取り付けられている。
【００２７】
　該可動アーム３４は、図６に示す通常時においては略水平状態にあるが、付勢手段とし
ての引っ張りバネ３５によって常時上側に付勢される一方その上側への移動は後述するフ
ック部材３６によって阻止されている。この可動アーム３４の戸尻側端部に前記保持部材
３１が取り付けられている。該保持部材３１は、可動アーム３４の回動面に沿って回動す
るように可動アーム３４に回動可能に取り付けられている。保持部材３１は、弾性を有す
る例えばゴム製であり、その先端部３１ａは外側凸の弧状に形成されている。尚、保持部
材３１の先端部３１ａの弧状面には凹凸が多数形成されている。また、保持部材３１は可
動アーム３４との枢着部が長孔状に形成されて可動アーム３４に対して相対的に移動可能
であって内蔵する付勢手段としてのバネ３７により通常は先端部３１ａが回動中心から離
れるように付勢されている。尚、保持部材３１はフリー状態ではその自重により先端部３
１ａが下方を向くように回動中心から下方に垂れ下がった状態となる。
【００２８】
　この図６に示したような可動アーム３４が略水平な状態が通常時の状態であり、火災時
には図７に示すような可動アーム３４が上方に所定角度回動した状態へ移行する。このよ
うに可動アーム３４を上方に退避させることによって保持部材３１を上方に所定量移動さ
せる機構が前記解除機構であり、それについて説明する。火災検知機からの信号を配線３
８を経由してソレノイド３９が受けると、ソレノイド３９はその心棒４０を図６の状態か
ら図７の状態へと上方に退避させる。ソレノイド３９の心棒４０はその先端部が可動アー
ム３４に取り付けられた袋ナット４１を当て面としてそれ以上の進出が阻止されている。
そして、ソレノイド３９がその心棒４０を上方に退避させると、心棒４０の先端部にその
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径方向に向けて突出させた引っ掛けピン４２がトグル機構を構成する二つのリンクアーム
４３，４４のうちの一方のリンクアーム４３を下方側から上方に向けて押す。ここで、ト
グル機構を構成する二つのリンクアーム４３，４４は、ねじりバネ４５によって下側に向
けて付勢され、図６に示すような略水平状態より下側凸にならないように、一方のリンク
アーム４３が当て面としてのネジ４６に当接している。そして、火災時にソレノイド３９
が作動してその心棒４０が上方に退避すると、二つのリンクアーム４３，４４は図７のよ
うに上側凸のへの字状となり、他方のリンクアーム４４に枢着されたレバー４７がその上
端部を支点として図中左側に振り子の如く回動する。該レバー４７が時計周りに回動する
と、レバー４７に係止されていたフック部材３６が引っ張りバネ４８の付勢力によって反
時計回りに回動する。該フック部材３６には規制部材としてのローラ４９が装着されてお
り、通常時は可動アーム３４を下方に押してその上側への回動を阻止している。また、フ
ック部材３６の切欠部には引っ張りバネ５０によって右側に付勢されたスライダ５１のピ
ン５２が係合している。従って、フック部材３６が反時計回りに回動すると、可動アーム
３４を下方に押圧しているローラ４９が上方に移動し、それによって可動アーム３４は引
っ張りバネ３５によって上側に回動すると共に、スライダ５１のピン５２がフック部材３
６の切欠部から外れて引っ張りバネ５０によってスライダ５１が右側に移動する。このス
ライダ５１には上方に向けてピン５３が突出しており、該ピン５３にはワイヤ５４が繋げ
られている。従って、火災時にソレノイド３９が作動して図７に示すような状態になった
後においてワイヤ５４を左側に引っ張ると、スライダ５１は引っ張りバネ５０の付勢力に
抗して左側に移動し、保持部材３１等は図６に示す元の状態に復帰する。
【００２９】
　以上のように構成された装置本体３０は、図１に示すように、上枠３に取り付けられる
のであるが、その上下方向の取付位置をベース３２の長孔３３により調節することができ
、例えば、図５に示すように最も高い位置にセットするなど、保持部材３１の上下位置を
調節できる。また、装置本体３０の取付位置は例えば上枠３の左右方向（引戸４の開閉方
向）の略中央である。図１に示す全閉状態においては、引戸４に取り付けられた保持レー
ル２０と装置本体３０の保持部材３１とは左右方向に離間した状態にあり、従って、保持
部材３１は保持レール２０に当接せずそれを押圧保持していない。
【００３０】
　ここで、装置本体３０の上枠３への取付位置について更に説明する。本実施形態におけ
る引戸の任意位置停止装置は、図８に示すような壁１００の一部を戸袋１０１として形成
し、開いた引戸４が壁１００の戸袋１０１内に収納される構成のいわゆる壁収納仕様に適
したものである。図中の１０１ａが壁１００の戸袋１０１の開口縁部であり、引戸４の開
き動作によって開口する開口部１０２の上方には、正面視横長長方形の領域（上方所定領
域）があり、該領域は蓋パネル１０３で覆われている。該蓋パネル１０３は着脱可能に取
り付けられており、取り外した時に前記領域は点検口として使用される。即ち、蓋パネル
１０３を開けると、全閉時における引戸４の二つの戸車６や保持レール２０の取付部材２
１も表出する。従って、容易に保持レール２０の高さ調節を行ったり、その交換等を行う
ことができる。また、蓋パネル１０３の戸尻側端部１０３ａは壁１００の戸袋１０１の開
口縁部１０１ａと面一であり、この蓋パネル１０３の戸尻側端部１０３ａを左右に跨ぐよ
うにして装置本体３０は上枠３に取り付けられている。即ち、装置本体３０を全閉時の引
戸４の戸尻側の近くに位置させることができる。そして、蓋パネル１０３を外すと装置本
体３０の戸先側所定領域も表出することとなり、装置本体３０の取付部としての取付用の
長孔３３が戸尻側に偏心して位置することから取付用の長孔３３に螺入しているネジ６０
を操作することで、例えば、装置本体３０を取り外して調節したり、交換したり、その取
付位置を調節することで保持部材３１の上下方向の位置を調節したりすることができ、そ
の結果、容易に保持力を調節することができる。尚、保持レール２０の戸尻側端部２０ｂ
は蓋パネル１０３の戸尻側端部１０３ａよりも戸尻側に僅かに位置し、また、保持部材３
１も蓋パネル１０３よりも戸尻側即ち戸袋１０１内に位置する。従って、装置本体３０の
取付部としての取付用の長孔３３は、装置本体３０の左右方向の中央から戸先側に偏心し
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た位置にのみ設けることが好ましく、また、保持部材３１よりも戸先側に位置することが
好ましい。このように蓋パネル１０３を外すことにより、保持レール２０と装置本体３０
を共に点検することができる。尚、装置本体３０への電力供給や火災検知機からの信号受
信は配線３８を介して行われるが、この配線３８も表出するので容易に点検することがで
き、従って、配線３８も装置本体３０の左右方向の中央から戸先側に偏心した位置にのみ
配置することが好ましく、それにより配線３８も容易に点検口から点検することができる
。
【００３１】
　そして、図１の状態から引戸４を僅かに開くと保持レール２０の上面２０ａに保持部材
３１が当接し、その摩擦抵抗によって保持部材３１はその回動中心を中心として右側即ち
戸尻側に回動する。その位置で仮に引戸４を操作する手を離すと引戸４はつるまきバネの
蓄勢力によって閉じようとするが、保持部材３１が戸尻側に回動した状態で保持レール２
０の上面２０ａに当接しているため保持部材３１は保持レール２０をその位置に保持する
。従って、引戸４はその開き位置に保持される。但し、人が引戸４に閉じ側への力を付与
すると、保持部材３１が保有する弾性により弾性変形すると共に内蔵するバネ３７が圧縮
することによって保持部材３１は戸先側へ回動するので、引戸４を閉じることができる。
この開き位置の保持は保持レール２０に保持部材３１が当接する区間であれば任意の位置
で行うことができる。従って、保持レール２０の長手方向の任意の位置で引戸４を停止さ
せることができ、本実施形態では保持レール２０の全体が長尺状部であるためその全長が
停止可能な区間となる。無論、図２に示したように引戸４を全開の位置に保持することも
できる。この全開状態が最も使用頻度が高いと考えられるが、その全開の際に、保持部材
３１は戸先側の取付部材２１の上方に位置する。従って、保持部材３１によって下方に押
圧される保持レール２０の箇所は戸先側の取付部材２１が支持部となって下側から支持さ
れることとなり、保持レール２０が保持部材３１から受ける押圧力によって下方に撓むと
いうことが防止され、確実にその開き位置である全開状態に保持される。
【００３２】
　そして万一火災が発生すると火災検知機がそれを検知して装置本体３０に信号を送り、
装置本体３０はそれに応じてソレノイド３９を作動させて可動アーム３４を上方に回動さ
せることにより保持部材３１を上方に移動させる。この保持部材３１の上方への移動によ
り保持部材３１は保持レール２０の上面２０ａから上方に離間し、保持部材３１が保持レ
ール２０を下方に押圧している状態が解除、即ち、保持部材３１による保持レール２０の
保持が解除される。従って、引戸４は自動的に閉じ側へと移動して全閉状態となる。上述
したように、その状態はワイヤ５４を引っ張り操作するまで維持され、ワイヤ５４の操作
により元の状態に復帰する。
【００３３】
　以上のように構成された引戸４の任意位置停止装置にあっては、火災検知機から信号を
受けて保持部材３１を作動させる装置本体３０を引戸４側ではなく上枠３に取り付けてい
るので、配線３８の処理が容易である。しかも、長尺状の保持レール２０を引戸４に取り
付けてそれを上方から押圧する保持部材３１によって保持する構成であるので、保持部材
３１を小型のものとすることができると共に、保持とその解除の構成を大がかりなものと
せずとも長い区間において任意の位置に引戸４を保持することができる。また、装置本体
３０を上枠３の略中央に配置できるので、蓋パネル１０３を外すことで容易に点検できる
。特に、その取付部としての取付用の長孔３３が表出するのでその修理、交換が容易であ
り、且つ、高さ調節によって保持部材３１の上下位置を調節して保持レール２０への押圧
力、即ち、保持力を調節することができる。尚、保持レール２０も高さ調節可能であるの
で、保持レール２０側でも保持力を調節できる。また更に、全閉時には保持レール２０に
保持部材３１が当接しない状態としているので、開き始めが楽であり、しかも、保持レー
ル２０が長尺状であるので長い区間に亘って引戸４を保持できる。
【００３４】
　尚、本実施形態では保持レール２０と装置本体３０の双方の高さ調節を可能としたが、
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２０の上下位置を調節する構成としては、上述したもの以外に例えば、保持レール２０を
取付部材２１に取り付ける取付位置を上下方向に調節可能に構成することもでき、また、
保持レール２０の取付位置を調節する構成以外に、保持レール２０自体の構成によってそ
の長尺状部の上下位置を調節できる構成としてもよい。また、取付用の長孔２２，３３に
よって上下位置を調節可能としたが、無論、取付孔を上下に間隔をおいて複数設ける構成
とするなど、上下位置の調節方法は任意である。また、保持レール２０や装置本体３０を
ネジ以外の手段によって取り付けてもよい。
【００３５】
　また、保持レール２０の全体が長尺状部である場合について説明したが、その一部に長
尺状部を有する構成であってもよく、少なくとも長尺状部を有する被保持部材を引戸４に
取り付ける構成であればよい。従って、被保持部材３１の取付構成についても適宜設計変
更可能である。
【００３６】
　また更に、保持レール２０を上方から押圧することによって保持する構成について説明
したが、押圧の方向も任意である。そして、保持を解除する際も、保持レール２０から保
持部材３１が完全に離間しなくてもよい。同様に、開き始めにおいても保持部材３１が保
持レール２０に接触していてもよい。更に、保持の解除の構成についても適宜設計変更可
能である。
【００３７】
　尚、壁収納仕様に適しているが、戸袋１０１を有しない施工仕様にも適していることは
無論である。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の一実施形態の引戸の任意位置停止装置の取り付け状態であって引戸４の
全閉時を示す正面図。
【図２】同装置の取り付け状態であって全開時を示す正面図。
【図３】同装置の取り付け状態であって火災時に引戸の保持が解除された状態を示す正面
図。
【図４】同装置の要部を示す正面図。
【図５】同装置の要部を示す正面図。
【図６】同装置の要部を示し、装置本体の保持部材が通常時の状態を示す一部破断線を含
む正面図。
【図７】同装置の要部を示し、装置本体の保持部材が火災時に上方に移動した状態を示す
一部破断線を含む正面図。
【図８】同装置の施工例を示す正面図。
【符号の説明】
【００３９】
　１…戸先側の縦枠、２…戸尻側の縦枠、３…上枠、４…引戸、５…レール、６…戸車、
７…戸車支持部材、８…制動装置、９…ラック、１０…戸当たり、１１…自閉力蓄勢装置
、１２…ワイヤ、２０…保持レール、２０ａ…上面、２０ｂ…戸尻側端部、２１…取付部
材、２１ａ…縦板部、２１ｂ…天板部、２２…長孔、３０…装置本体、３１…保持部材、
３２…ベース、３３…長孔、３４…可動アーム、３５…引っ張りバネ、３６…フック部材
、３７…バネ、３８…配線、３９…ソレノイド、４０…心棒、４１…袋ナット、４２…引
っ掛けピン、４３，４４…リンクアーム、４５…ねじりバネ、４６…ネジ、４７…レバー
、４８…引っ張りバネ、４９…ローラ、５０…引っ張りバネ、５１…スライダ、５２…ピ
ン、５３…ピン、５４…ワイヤ、６０…ネジ、１００…壁、１０１…戸袋、１０１ａ…開
口縁部、１０２…開口部、１０３…蓋パネル
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